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年金信託部 

【確定給付企業年金】 

簡易基準に関する省令改正 

本日（平成２２年９月１４日）、簡易基準に関する確定給付企業年金法施行規則の一部が改

正されました。 

・ 厚生労働省令第 104号 

http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/pen-news/100914syourei.pdf 

なお、５月２１日のＰＥＮＳＩＯＮ ＮＥＷＳにてご連絡の通り、本改正に先立ちパブリック

コメント手続きが行われておりました。当時の内容と比較して、主な改正内容に変更はありま

せん。 

１．主な改正内容 

（１）簡易基準の適用範囲の拡大 

簡易基準が認められる範囲を拡大。 

（変更前）加入者数３００人未満の制度 （変更後）加入者数５００人未満の制度 

（２）年金数理人による数理関係書類の確認に関する省略期間の変更 

簡易基準を採用した場合に年金数理人による数理関係書類の確認を省略することができる

期間を変更。 

（変更前）平成２４年３月末までの間  （変更後）当分の間 

３．施行期日 

平成２２年９月１４日 

以上 
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  ＰＰＥＥＮＮＳＳＩＩＯＯＮＮ  ＮＮＥＥＷＷＳＳ  
（平成２２年９月１４日）  
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